
埼玉県農業近代化資金利子補給規程 

 

昭和３７年３月２７日埼玉県告示第１６１号  

最終改正 平成１７年５月 ２日埼玉県告示第９９８号  

 

 （利子補給） 

第１条 県は、農業近代化資金融通法（昭和３６年法律第２０２号。以下「法」という。）第

２条第３項に規定する農業近代化資金及び知事が特に必要と認めて指定した資金（以下

「農業近代化資金」という。）を貸し付ける法第２条第２項各号に掲げる融資機関（以

下「融資機関」という。）に対し、この規程の定めるところにより、当該農業近代化資

金に係る利子補給金を交付する。 

 

 （利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率） 

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとお

りとする。 

 
 
 
 
農業近代化資金の種類 
 
 
 
 
 

利 子 補 給 率 

法第２条第２項第
１号、第２号、第
４号及び第５号に
掲げる融資機関が
同条第１項第１号
に掲げる者に貸し
付ける場合 

法第２条第２項第
１号に掲げる融資
機関が同条第１項
第２号から第４号
までに掲げる者に
貸し付ける場合 

法第２条第２項第２
号から第５号までに
掲げる融資機関が同
条第１項第２号から
第４号までに掲げる
者に貸し付ける場合 

１ 畜舎、果樹棚、農
機具その他の農産物
の生産、加工又は流
通に必要な施設の改
良、造成、復旧又は
取得に要する資金 
（農地又は牧野の改
良、造成、復旧又は
取得に要するものを
除く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年３パーセント以
内 
（水稲から他作物
に転換する者又は
農業生産に伴つて
生ずる公害の防止
のために必要な施
設等を設置する者
に貸し付ける場合
にあつては、年５
パーセント以内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年２.５パーセン
ト以内 
（水稲から他作物
に転換する者、農
業生産に伴つて生
ずる公害の防止の
ために必要な施設
等を設置する者又
は農機具等の共同
利用を行う者に貸
し付ける場合にあ
つては、年３.９
パーセント以内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１.５パーセント
以内 
（埼玉県信用農業協
同組合連合会が、農
業協同組合合併助成
法（昭和３６年法律

第４８号）又は埼玉
県農業協同組合合併
促進要綱（昭和３５

年５月４日決裁）、
埼玉県農業協同組合
合併推進対策要綱（
昭和５７年７月３０日

決裁）若しくは埼玉
県農業協同組合広域
合併推進対策要綱（
平成４年６月１０日決

裁）の適用を受けた
農業協同組合に資金
として貸し付ける場
合、水稲から他作物
に転換する者に貸し



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

付ける場合、農業生
産に伴つて生ずる公
害の防止のために必
要な施設等を設置す
る者に貸し付ける場
合又は農機具等の共
同利用を行う者に貸
し付ける場合（以下
この表において「合
併農協資金等を貸し
付ける場合」という
。）にあつては、年
２．９パーセント以
内） 

２ 果樹その他の永年
性植物の植栽又は育
成に要する資金 

 

年３パーセント以
内 
 
 

年２.５パーセン
ト以内 
 
 

年１.５パーセント
以内(合併農協資金
等を貸し付ける場合
にあつては、年２パ
ーセント以内) 

３ 乳牛その他の家畜
の購入又は育成に要
する資金 

 
 

年３パーセント以
内 
 
 
 

年２.５パーセン
ト以内 
 
 
 

年１.５パーセント
以内(合併農協資金
等を貸し付ける場合
にあつては、年２パ
ーセント以内) 

４ 農林水産大臣の定
める規模を超えない
規模の農地又は牧野
の改良、造成又は復
旧に要する資金 

年４パーセント以
内 
 
 

年４パーセント以
内 
 
 

年３パーセント以内 
 
 
 

５ 農業経営の規模の
拡大、生産方式の合
理化、経営管理の合
理化、農業従事の態
様の改善その他の農
業経営の改善に伴い
要する資金で農林水
産大臣が指定するも
の 

年３パーセント以
内 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

６ 診療施設その他の
農村における環境の
整備のために必要な
施設であつて農林水
産大臣の定めるもの
の改良、造成又は取

 
 
 
 
 

年２.５パーセン
ト以内 
 
 
 

年１.５パーセント
以内(合併農協資金
等を貸し付ける場合
にあつては、年２．
５パーセント以内) 
 



得に要する資金（法
第２条第１項第２号
から第４号までに掲
げる者に貸し付けら
れるものに限る。） 

 

７ 農林水産大臣が特
 に必要と認めて指定
 する資金 

年３パーセント以
内 
 

年２.５パーセン
ト以内 
 

年１.５パーセント
以内(合併農協資金
等を貸し付ける場合
にあつては、年２パ
ーセント以内) 

８ １から７までに掲
 げるもののほか、知
  事が特に必要と認
め て指定する資金 

年３.５パーセン
ト以内 

 

年３.５パーセン
ト以内 

 

年３パーセント以内 
 

 

 （利子補給契約書） 

第３条 第１条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子

補給契約書によつて行うものとする。 

 

 （利子補給金の額） 

第４条 第１条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年１月１日から６月３０日ま

で及び７月１日から１２月３１日までの各期間における農業近代化資金につき、第２条

に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高（計算期間中の毎日の最高残高（延

滞額を除く。）の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。）に対し、それぞ

れ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。 

 

 （利子補給金の支払） 

第５条 県は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、知事が適当であると

認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。 

 

 （利子補給金の打切り等） 

第６条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に

使用したときは、融資機関と協議の上融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがで

きるものとする。 

２ 県は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく

契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付

した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。 

 

 （報告の徴収等） 

第７条 融資機関は、知事が当該融資機関の行つた第１条の利子補給に係る農業近代化資

金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を

調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。 

 


